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制限付き一般競争入札による庁用自動車売払い 
（消防車両解体処分）の流れ 

 

◎ 買受希望者を公募し、市で定めた最低売却価格以上で最も高い価格をつけた方に売却

します。 

１ 申込書の提出 

・ 提出期限 令和４年１２月５日（月） 午後５時 必着 

・ 入札参加申請書に記入、押印（実印）の上、「一般書留」又は「簡易書留」により郵送し

てください。 

【提出書類】 

① 入札参加申請書兼受付書 ②住民票（法人の場合は登記簿謄本） ③印鑑登録証明書

（法人の場合は印鑑証明書） ④令和３年度納税証明書（市町村民税、固定資産税、

法人の場合は法人市民税）又は市町村民税非課税の方は非課税証明書 

▼ 

２ 書類の審査 

・ 審査の結果、入札参加資格を有すると認められた場合に「一般競争入札参加資格審査結果

通知書」を令和４年１２月１２日（月）頃に送付します。 

▼ 

３ 入札の実施 

・ 【開札（入札）日】 令和４年１２月１６日（金） 

・  入札書の提出期限（「一般書留」又は「簡易書留」で郵送すること。） 

令和４年１２月１５日（木）午後５時 必着 

二重封筒（中封筒及び外封筒の二つの封筒）とし「入札書」を中封筒に封かんのうえ郵

送すること。 

▼ 

４ 契約の締結 

・ 落札決定の日から７日以内に契約を締結していただきます。 

【必要書類等】 ①売買契約書 ②印鑑（実印）  

▼ 

５ 代金の支払 

・ 契約締結日から３０日以内に売買代金を納付していただきます。 

▼ 

６ 所有権の移転 

・ 売買代金が完納された後、物件の引き渡し及び譲渡証明書・永久抹消登録申請に係る委任

状の交付を行います。手続等に係るすべての経費は、落札者負担とし、入札参加申込書に

記載された名義で行ってください。売買代金が完納確認後３０日以内に引き渡します。 

▼ 

７ 名称表示及び特殊装備の撤去 

・ 車両引き渡し後、直ちに車体の名称表示を確実に消去するとともに、赤色灯、サイレン及

び無線機等の撤去を行ってください。 

▼ 

８ 書類提出 

・ 提出書類は、車両の解体に合わせ提出していただきます。 
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庁用自動車売払い（消防車両解体処分）制限付き一般競争入札 
実施要領 

 
１ 入札物件 
  入札により売り払う物件は次のとおりです。詳細については、この実施要領の物件調
書（Ｐ.１２～Ｐ.２２）をご覧ください。 

 

 物 件 名 数量 
初度 

登録年月 
走行距離数 型 式 

車検有効期間

満了日 
最低売却価格 

 

ダイハツ 小型動力

ポンプ付き軽積載車 
１台 

平成１４年 

１２月 

５，５６０ 

ｋｍ 

ＴＥ―Ｓ２

１０Ｐ 

令和４年 

１２月１９日 

1,309,091

円 

ニッサン 小型動力

ポンプ付き積載車 
１台 

平成７年 

１０月 

１６，４４

２ｋｍ 

ＧＢ－ＳＫ

２Ｆ２３改 

令和４年 

３月３日 

トヨタ 小型動力ポ

ンプ付き積載車 
１台 

平成９年 

１１月 

３，１９６ 

ｋｍ 

ＫＣ―ＬＹ

１５１ 

令和５年 

１１月１７日 

三菱 消防ポンプ自

動車 
１台 

平成４年 

１２月 

１６，６６

６ｋｍ 

Ｕ―ＦＧ３

３７Ｃ改 

令和４年 

１２月２５日 

ニッサン 小型動力

ポンプ付き積載車 
１台 

平成７年 

３月 

１４，１８

７ｋｍ 

Ｚ―ＳＫ２

Ｆ２３改 

令和５年 

３月９日 

トヨタ 小型動力ポ

ンプ付き積載車 
１台 

平成６年 

１２月 

１２，１７

２ｋｍ 

Ｕ―ＬＨ８

５改 

令和５年 

１月２２日 

トヨタ 小型動力ポ

ンプ付き積載車 
１台 

平成１３年 

１月 

５，１４２ 

ｋｍ 

ＫＧ―ＬＹ

１５２ 

令和５年 

１月２５日 

注）この表の最低売却価格は、消費税及び地方消費税を含みません。落札者に対する契約

金額は、落札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額になります。 

注）上記物件合計７台の一括売却であり、個別での売払いは行いません。 

注）売却車両は、すべて自走不可です。車両運送等に要する経費は全て落札者の負担とな

ります。 

注）上記物件は解体を目的とした永久抹消登録の手続きをおこなってください。 

一時抹消手続き済みで、自動車登録番号（ナンバープレート）はありません。 

注）車両引き渡し後、直ちに特殊装備を使用できない状態に加工を施すとともに、車体の

名称表示を確実に消去し、赤色灯、サイレン及び無線機等の撤去を行ってください。な

お消去及び撤去等に要する経費は全て落札者の負担となります。 

 

２ 物件の公開日時及び公開の申込先（※予約必要） 

現状有姿での引渡しとなりますので、現物を必ず確認するようにしてください。物件

を確認する場合は、事前に申込先に連絡して予約してください。 

(1) 公開日時 令和４年１１月２１日（月）から令和４年１１月３０日（水）まで（土曜

日、日曜日等石巻市の休日を定める条例（平成１７年石巻市条例第２号。
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以下「休日条例」という。）に規定する休日を除く。）の午前９時３０分か

ら午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (2) 申込先  石巻市穀町１４番１号 

担当 石巻市総務部管財課 

電話番号 ０２２５－９５－１１１１（内線４０８７） 

 

３ 摘要 

(1) 売払車両は、公開場所にて現状渡しとし、売却後の不調・故障及び損傷等に関する

一切の苦情は受け付けません。（自走不可）。 

(2) 売却車両は、解体を目的とした永久抹消登録を行うこと。 

(3) 売却車両は、契約代金の全額完納確認後、３０日以内に引き渡しするものとする。 

(4) 車両の落札者は、車両引き渡し後、直ちに売却車両に記載されている文字の消去及

び消防章、赤色回転灯、サイレンアンプ等の撤去を実施すること。また、総務部管財

課担当職員に書類提出により確認を受けること。 

(5) 売却車両の車検期限未満の車両については、自動車重量税の還付申請を石巻市に代

わって行うこと。 

(6)  車両の落札者は、令和５年２月２８日（火）までに全ての手続きを完了し、総務部

管財課へ報告すること。 

(7) 売却車両は、エアバッグ類料金及びフロン類料金を除いてリサイクル料金預託済み

である。 

(8) 売買契約締結の日から物件の引渡しの日までの間において、当市の責めに帰するこ

とのできない事由により滅失又はき損した場合は、当市に対して売買代金の減免を請

求することができない。 

(9)  売買車両の契約、永久抹消登録に係る手続き、解体等に係る費用及び搬送に係る費

用等全ての経費は、全て落札者の負担とする。 

 

４ 解体要件 

売却車両は，解体を目的とした永久抹消登録を行うこと。 

（1）車両引き渡し後、直ちに特殊装備を使用できない状態に加工を施すこと。 

ア 配線の取り外し等により電気的または機械的に機能を停止させること。 

（2）車両引き渡し後、直ちに車両表示及び取り付け品について次の加工を施すこと。 

ア 車両に表示してある記入文字を全て確実に消去すること。 

イ 車体の隊別標識（黄色の標識灯）を全て確実に取り外すこと。 

ウ 車両に取り付けてある赤色灯及び赤色点滅灯を全て確実に取り外すこと。 

エ 電子サイレン及び電動サイレンを全て確実に取り外すこと。 

オ 無線機を全て確実に取り外すこと。 

カ 消防章を全て確実に取り外すこと。 
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５ 提出書類 

提出書類は、車両の解体に合わせ提出するものとする。なお、解体日の予定又は工程に

ついては、当市に報告するものとする。 

(1) 車両解体証明書（写） １部 

(2) 解体時の工程写真 １部 

(3) 解体報告記録が記載された登録事項等証明書 １部 

(4) その他当市の指定する書類及び写真（売却車両に記載されている文字の消去及び消

防章、赤色回転灯、サイレンアンプ等の撤去写真等） 

 

６ 入札参加者の資格 

次に掲げる者は、入札に参加できません。 

(1) 民法（明治２９年法律第８９号）第４条に規定する成年に該当しない者 

(2) 当該入札に係る物件に関する事務に従事する石巻市職員 

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

(4) 市町村民税（法人にあっては、法人市町村民税）又は固定資産税の滞納がある者 

(5) 入札に係る申請書類を指定した期日まで提出しない者 

(6) 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻市告示第２６８号）別表

各号に規定する要件に該当する者 

（7） その他市長が入札に参加させることが不適当と認める者 

  

７ 入札参加申込み手続  

(1) 提出期限及び申込先 

【提出期限】令和４年１２月５日（月） 午後５時 必着 

【申 込 先】  石巻市穀町１４番１号 

石巻市総務部管財課（市役所庁舎４階） 

(2) 申請方法 

本要領に添付の一般競争入札参加申請書兼受付書（Ｐ.２３様式）に記入、押印（実

印）の上、「(3)申込時に必要な書類」を添えて、総務部管財課管財係まで「一般書留」

又は「簡易書留」により郵送してください。 

申請書の日付は、郵送する日を記入してください。 

(3) 申込時に必要な書類 

一般競争入札参加申請書兼受付書に次の書類を添えて提出してください。 

【個人の場合】 

① 住民票（本籍を記載したもの） １通 

② 印鑑登録証明書 １通 

③ 令和３年度納税証明書（市町村民税及び固定資産税） 

または、令和３年度非課税証明書（市町村民税）  各１通 

    【法人の場合】 
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① 法人登記簿謄本 １通 

② 印鑑証明書 １通 

③ 令和３年度納税証明書（法人市町村民税及び固定資産税） 各１通 

    注１）証明書類は、提出日より３か月以内に発行されたものとします。 

２）令和４年度分の納税が完納している場合は、令和４年度納税証明書としま

す。 

     ３）石巻市契約規則（平成１７年石巻市規則第５７号。以下「契約規則」とい

う。）第３条第２項に定める入札参加資格承認簿（以下「承認簿」という。）

に登録されている場合、上記【法人の場合】①から③に該当する書類の提出

は不要です。 

(4) 入札参加資格審査結果通知書の送付 

入札参加申請書等の審査の結果については、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」

を令和４年１２月１２日（月）頃にファクシミリ又は電子メール等により送付いたし

ます。 

 (5) その他 

同一物件について、同一参加者が重複して申し込むことはできません。 

 

８ 入札に必要なもの 

(1)  「入札書」（Ｐ．２４様式）は、『一般書留』又は『簡易書留』により郵送して

ください。それ以外の方法での受付はできません。 

「入札書」の日付は、開札日（入札日）を記入してください。 

(2)  契約金額は、入札書に記載した金額に消費税及び地方消費税（１円未満切り捨

て）を加算した金額になりますので、入札書には消費税及び地方消費税を抜いた金

額を記載してください。 

(3) 「入札書」は、二重封筒（中封筒及び外封筒の二つの封筒）の中封筒に封かんし、

外封筒に封かんのうえ提出してください。 

（4）この場合、中封筒と外封筒ともに、「入札案件名」、「開札日」及び「入

札者名」を必ず記入してください。 

(5)  令和４年１２月１５日（木）午後５時必着で郵送してください。それ以降に届い

たものは無効とします。 

 

９ 開札（入札）の日時及び場所 

(1) 【日時】 令和４年１２月１６日（金） 午後１時から 

(2) 【会場】 石巻市穀町１４番１号 

石巻市役所本庁舎４階 ４０１会議室 

 

１０ 開札（入札）の執行 

(1) 入札 
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① 入札書は、所定の「入札書」（Ｐ.２４様式）を使用していただき、入札書に

必要な事項を記入、押印の上、入札していただきます。 

    ② 入札参加者が１名の場合でも入札は行います。 

(2) 無効となる入札 

次のいずれかに該当する入札は無効となりますのでご注意ください。 

① 入札参加資格の無い者がした入札 

② 記載事項の不明な入札又は記名、押印のない入札 

③ 金額を訂正した入札又は意思表示が不明瞭な入札 

④ 修正可能な筆記用具等を使用した入札 

⑤ 同じ物件について２通以上の入札をした入札 

⑥ 入札に関し不正行為のあった入札 

⑦ その他入札条件に違反した入札 

(3) 開札  

開札は、直ちに行います。 

(4) 落札者の決定 

① 開札の結果、市が事前に定めた最低売却価格以上の入札のうち、最高金額の入札

者を落札者と決定します。 

② 落札候補者（又は落札者。以下同じ。）となるべき同価格の入札をした入札者が、

２者以上ある場合は、下記の方法による「くじ」により落札候補者等を決定しま

す。 

(1) 「くじ番号」 

落札候補者となるべき同価格の入札をした入札者の一般競争入札参加申請

書兼受付書の受取順番を「くじ番号」とします。 

(2) 「くじ順位」 

落札候補者となるべき同価格の入札をした入札者の「くじ順位」は、「く

じ番号」の小さい者から順に0(ゼロ)から、1、2、3･･･と番号を割り振りま

す。 

(3) 落札候補者等の決定 

ア 同価格の入札をした入札者の「くじ番号」の合計を、同価格の入札をし

た入札者の数で割り、余りを算出します。 

イ 同価格の入札をした入札者の「くじ順位」が、上記アで得られた余りの

数字と同じ者が、落札候補者となります。 

 

１１ 入札結果の公表 

  入札結果については、入札終了後次の事項を速やかに公表します。公表の方法は、総

務部管財課での閲覧及び石巻市のホームページへの掲載により行います。 

(1) 落札、不調の別 

(2) 入札参加者数 
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(3) 落札金額 

 

１２ 契約の締結 

落札者は、「消防車両（解体処分）売買契約書」により、落札決定の日から７日以内に、

契約を締結していただきます。 

 

１３ 売買代金の支払い 

契約締結日から３０日以内に、市が発行する納入通知書により全額一括して支払って

いただきます。 

 

１４ 所有権の移転等 

（1）落札物件の所有権は、売買代金の支払いが完了したときに移転し、現状のまま引渡

します。譲渡証明書、永久抹消登録申請に係る委任状もあわせてお渡しいたします。 

(2) 自動車検査証等の名義変更は、前記(1)の引渡し後、落札者が行ってください。な

お、名義変更に必要な費用等は全て落札者の負担となります。また、名義変更の手

続完了後、自動車検査証など運輸支局長の発行する車両所有者登録を変更したこ

とが確認できる書類の写しを石巻市に提出してください。 

 (3) 車体に市町村名等の表示があります。車両引き渡し後、直ちに落札者において車両

に表示してある記入文字を全て確実に消去していただきます。また、消去したこと

が確認できる写真等を提出してください。 

(4) 執行機関は、公売物件の輸送等は行いません。自走不可となっておりますので、落

札者で業者手配等をしてください。車両運送等に要する経費は全て落札者の負担

となります。 

 

１５ 入札執行の延期 

入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、

又は中止することがあります。この場合において、入札のために要した費用を石巻市に

請求することはできません。 

 

１６ その他 

(1) 売り払う物件に係る「使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第

８７号）」に定める所定の費用（リサイクル料）が必要な物件については、当市におい

て支払い済みです。 

(2) 質問は質疑応答書（Ｐ.２５様式）を使用し、令和４年１１月１５日（火）から令

和４年１１月３０日（水）まで（休日条例に規定する休日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）に提出してください。 

(3) 質問への回答は令和４年１２月２日（木）から令和４年１２月１５日（木）まで（休

日条例に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで
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を除く。）の間、石巻市役所本庁舎４階 閲覧室（石巻市穀町１４番１号）で閲覧でき

ます。また、質問提出者及び入札参加申請書兼受付書提出者に郵送又はファクシミリ

等で回答します。また、ホームページに掲載します。 

(4) 入札公告の開始日から質問への回答の閲覧開始日までの期間内に、物件調書等の

訂正及び追加を行う場合があります。入札に参加する者は物件調書等の訂正及び追加

内容を確認するとともに、質問への回答を確認の上、入札書を提出してください。 

 

１７ 入札に関する問合せ先 

石巻市総務部管財課管財係 

ＴＥＬ ０２２５－９５－１１１１（内線４０８７） 

ＦＡＸ ０２２５－２２－４９９５ 


